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岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

 

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について（受動喫煙対策） 

 

 

日頃は、県内の障がい福祉施策の推進にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省健康局長から、別添のとおり通知がありましたのでお知らせ

します。 
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